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地域座談会（中央公民館会場） 意見交換記録 

と き  平成２８年５月１７日（火曜日） 

     午後７時３０分から午後８時５５分 

ところ  中央公民館 

     参加者  １８人 

番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 対応（担当課） 

１ 財政につい

て 

●町税は、どのくらい減少してい

るか。また、５年、１０年先には

若者が町外・県外に出て人口が減

少する。その時の町税の概算額は

どうなるか。 

●過去の数字を持っていないので、正確なこと

はお答えできませんが、人口は過去１０年で約

１，０００人減っています。しかし、町民税は

落ちていません。財政推計は、今とほぼ同じ内

容で見込んでいますが、人口減少に歯止めがか

からなければ、推計以上に町民税が落ちる可能

性はあると思います。 

●若年層の人口ですが、町外に出た方が、町内

に帰ってこられる人数は少ない状況です。町内

に帰って就労していただくため、就農事業の実

施、商工事業者の支援、中部１市４町で協力し

た企業誘致に取り組んでいます。また、三陽合

繊の跡地を町で取得し、企業誘致に取り組んで

います。 

●人口及び町税の過去の数値及び将来見込は、

下記のとおりです。 

人口 

Ｈ１７ １６，０５２人（国勢調査確定値） 

Ｈ２７ １４，８３５人（国勢調査速報値） 

Ｈ３７ １３，５７６人（町人口ビジョン目標値） 

町税  

Ｈ１８ １２億９５百万円（実績額） 

Ｈ２７ １３億２７百万円（ 〃 ） 

Ｈ３３ １２億７６百万円（※中期財政見通し） 

※町では、今後５年間の中期財政見通しの試算

を行っています。その中で町税は、人口減少に

よる影響は見込まず、固定資産税の評価替によ

る減額を見込んで算出しています。（企画財政

課） 

２ 高齢者の介

護ついて 

●高齢者の介護の状況について教

えて欲しい。 

●介護認定率は、平成２１年の２０．９％を最

高に、２８年には１６．６％で、年々下がり、

他の市町村と比べても誇れることです。町で

「こけないからだ講座」等の事業に取り組んで

いますが、今後も、健康で長生きをしていただ

●回答のとおりです。（福祉課） 
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番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 対応（担当課） 

くための事業に取り組んでいきます。 

３ 三陽合繊跡

地について 

●敷地内の樹木等が隣接地に侵入

して困っている。対応をお願いし

たい。 

●町有地ですので対応します。 

●建物は老朽化、アスベスト等の問題があるた

め使えません。解体は、企業誘致ができた場合、

鳥取県の補助事業を利用して行う予定です。 

●隣接地に侵入している樹木等について、業者

委託し伐採するようにしています。（企画財政

課） 

●「鳥取県企業立地等事業補助金」を活用した

場合、進出企業の用地取得、解体撤去、再整備

等に係る費用を助成することができることか

ら、県と連携し、企業誘致を進める方針です。

（産業振興課） 

４ 庁舎統合に

ついて 

●資料１１ページの庁舎統合後の

北条支所の機能に「相談等」とあ

るが、具体的にはどのような内容

か。 

→ 福祉相談のことが一番心配だ

ったのでお願いする。 

●証明業務以外の各種相談業務です。なお、各

種相談業務担当以外に、福祉相談を充実させる

ため、福祉相談専門の職員配置を検討していま

す。 

●福祉全般の相談に対応できる職員の配置を

検討しています。（総務課） 

５ 町営住宅建

設について 

●熊本地震が発生し、建築基準が

改正されると思うが、新基準がで

るまで町営住宅の建設を待てない

か。 

●由良宿団地、役場別館の建設は現在の建築基

準で進めています。新しい基準は考えていませ

ん。 

●建設を止めるというのは、難しいことなの

で、研究させてください。 

●現行の建築基準法は、震度６強で倒壊しない

建築が目安となっています。一方で由良宿団地

周辺の想定最大震度は６弱であり、財政面も考

慮し新基準の採用は考えていません。（住民生

活課） 

６ 固定資産税

について 

●家屋の課税漏れがある。税務課

には調査権があるので、町内の家

屋を全て調査し、公平に課税して

欲しい。 

●時間はかかりますが、公平を保つため全町を

調査します。 

●全町を調査するには、多額の費用と数年とい

った時間が必要となります。まずは、「課税漏

れ」と思われる家屋がありましたら、その情報

を町にお寄せいただけたらと思います。 （税

務課） 
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番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 対応（担当課） 

７ 町有施設の

活用につい

て 

●旧中央保育所・旧東保育所の利

用について、今の活用方法を教え

て欲しい。 

●管理者と契約をし、賃借料をい

ただいているか。 

●障がいのある方のデイサービス、訓練施設と

して利用しています。 

 

●契約を行い、賃借料を納めていただいていま

す。 

●回答のとおりです。（企画財政課） 

８ 庁舎統合に

ついて 

●北条支所は委託か。それとも正

職員が配置されるのか。 

●正職員、臨時職員、今の委託事業業者が行う

予定です。委託事業者の職員だけではありませ

ん。 

●回答のとおりです。（総務課、企画財政課） 

９ 健康増進に

ついて 

●数年前、町内６３自治会に血圧

計を町が配布したが、活用されて

いるのか。血圧計は、自治会公民

館に設置されていて、公民館は施

錠されるので、住民は自由に使え

ず、健康増進に繋がっていない。 

●町は、管理・活用状況を把握し

て、指導をしているのか。 

●公民館で会合があった時などに利用してい

ただいていると思います。血圧計配布後の利用

状況は把握していませんので確認します。 

 

 

 

●「こけないからだ講座」実施自治会では、講

座実施時に血圧測定を行っているため、その自

治会では血圧計を利用していただいています。 

●自治会公民館の血圧計は毎日の血圧の管理

のためではなく、血圧測定のきっかけづくりの

ために設置しています。毎日の血圧測定には貸

出の血圧計もありますのでご利用ください。

（健康推進課） 

 

●公民館で会合のあった時のほか「いきいきサ

ロン」「こけないからだ講座」等でご利用いた

だいています。 

その他、各自治会公民館で開催する「いきいき

健康講座」でも活用していきます。（健康推進

課） 

 


